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 次のとおり公募型競争入札を行います。 

 

1. 入札に参加する者に必要な資格 

入札に参加し落札者となるためには、募集要領公表期間から落札者決定までの全期間に渡

って、次に掲げる要件をすべて満たしていることを要します。 

（1）共通事項 

ア．地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

イ．神奈川県競争入札参加資格（当該委託業務に係る業種）を有することについて知事

の認定を受けている者であること。 

ウ．神奈川県の指名停止措置期間中でないこと。 

エ．過去６ヵ月間に神奈川県の指名停止措置を２回以上受けていない者であること。 

オ．過去６ヵ月間に不渡り手形又は不渡り小切手を出していない者であること。 

（2）各業務別事項 

  「委託業務別募集要領」に記載のとおり。 

 

2. 評価方法 

入札における評価方法には、「最低価格方式」と「総合評価方式」を採用します。 

（1）最低価格方式 

  ア．委託業務別募集要領に記載している日時に入開札を実施します。 

イ．財団法人神奈川県公園協会会計規程の運用について第 77 条第 1 項に基づいて作成さ

れた予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札候補者とします。 

ウ．事後審査は、第 2項（1）イに該当する落札候補者のみ行います。審査の結果、要件

を満たしていることが確認できた場合に落札者として決定します。 

なお、審査の結果、その者が要件を満たしていない場合には、当該入札を無効とし、

次に価格の低い入札者について同様の審査を実施し、落札者を決定します。 

  エ．複数の者が同価格の入札を行った場合は、くじ引きにより第 1～3 位落札候補者を決

定します。第 1 位から事後審査を実施し、審査の結果、要件を満たしていることが確

認できた場合に落札者として決定します。 

      なお、審査の結果、第 1位落札候補者が要件を満たしていない場合には、当該入札

を無効とし、第 2、3 位落札候補者の順番に同様の審査を実施し、落札者を決定します。 

 

 



  （2）総合評価方法 

    ア．委託業務別募集要領に記載している提出期限までに応募書類を提出する。 

イ．財団法人神奈川県公園協会会計規程の運用について第 77条第 1項に基づいて作成さ

れた予定価格の範囲内をもって入札した者で、入札価格と提案項目の評価を合わせた

金額が最も低い者から第 1～3位落札候補者を決定します。 

ウ．事後審査は、第 2 項（2）イに該当する第 1 位落札候補者のみ行います。審査の結果、

要件を満たしていることが確認できた場合に落札者として決定します。 

なお、審査の結果、第 1 位落札候補者が要件を満たしていない場合には、当該入札

を無効とし、第 2、3 位落札候補者の順番に同様の審査を実施し、落札者を決定します。 

  （3）最低制限価格を設定している場合、最低制限価格未満の価格による入札は失格とする。 

 

3. 入札書の記入方法 

（1）入札書には、見積もった契約金額の税抜き金額を記載ください。 

（2）落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する

額を加算した金額（１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とします。 

 

4. 入開札及び必要書類 

（1）入開札は、委託業務別募集要領に記載している日時に、財団法人神奈川県公園協会 事

務局で実施します。 

（2）必要書類として、申請書、入札書、単価抜き設計書を持参ください。単価抜き設計書は、

入開札終了後に回収します。 

なお、代理人による入札参加の場合は、委任状及び代理人の身分証明書を必ず持参し、

委任が認められた者のみ入札に参加することができます。 

（3）入札執行回数は、原則として 1 回としますが、開札の結果、予定価格の範囲内（最低制

限価格以上）の入札がないときは、再度入札を 1回行います。 

   なお、１回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者又は１回目の入札で失

格となった者は再度入札に参加することはできません。 

 

5. その他 

（1）事後審査に関して、落札候補者となった者は、委託業務別募集要領に記載している書類

を、翌日の午後 5 時までに財団法人神奈川県公園協会 経営課まで持参又はファックスく

ださい。 

（2）落札者が契約締結までに委託業務別募集要領の第 2 項に掲げた入札参加資格のうち、一

つでも満たされなくなった場合は契約を締結しません。 

（3）契約方法に関して、該当公園において契約締結の手続きを行いますので、契約日時等は

該当公園より連絡します。 


